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ノルウェーの車椅子メンテナンス事情

Information on wheelchair maintenance workin Norway

NPO日本シーテイング・コンサルタント協会

宮城県介護研修センター

1．はじめに

私は介護保険の始まる1年前の1999年より北欧の

福祉用具や福祉用具供給方法などの研究を始めてい

た。その中で、ノルウェー王国には2000年から訪問

し、2013年6月に訪問したのを合わせると10回目に

なる。研究対象とした理由の一つは、当時はスウェー

デ工デンマークが福祉先進諸国として注目を集め

ていたが、ノルウェーは施設入所から自宅への政策

の方向転換を行ったのが1995年であり、その後の変

化を調べたいと思い研究対象の国とした1），2とまた、

北欧全体が福祉政策で影を落とす中、ノルウェーは

その頃から目覚ましい発展をはじめていた。現在は

スカンジナビア3国には、いわゆる「寝かせきり」は

なく、また、ノルウェー王国は国の責任として車椅子

をはじめ補助器具の提供を行っている。

今回は、ノルウェー王国の紹介とHjelpemid－

delsentralen（補助器具センター）の役割と車椅子

メンテナンス関係について解説する。

2．ノルウェー王国と福祉政策

ノルウェー王国（以下、ノルウェー）の国土面積

は日本とほぼ同じで南北に長い国である。人口は約

500万人で日本の1／30程度である。行政区分は首都

のオスロを含む19のフィルケ（県）に435のコミュー

ネ（市町村）がある。ノルウェーの政策では、障害

者でも健常者と同様に通常の学校に通い、彼らが労

働生活に完全に参加できるように促すことを基本方

針としている3と　この理念は「完全参加と同権」と

呼ばれ、補助器具についての変革は、1994年から

1997年にかけて障害者のための特別実行計画を打
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ち出したことが大きく影響している。ノルウェーの首

都オスロと隣のアカシュー「ス県に約100万人が在住し

ている。その理由としては、住居環境、学校、各種

インフラが整備されているためである。障害者・児

の家族もこの地域に居住している人は多く、また障

害者の雇用など社会参加しやすいことがあげられる。

しかし、2004年に訪問した北極圏にある15，000人

程度のアルタという小さな町でも補助器具の提供を

含めノーマライゼーションの実践が行われていた。

3．補助器具センター

3．1補助器具センターとは

補助器具センターは1979年から整備され1994年

にすべてのフィルケ（県）にセンターが整った軋5）。

1990年からは国家予算で運営されている。全国に

補助器具センターは18か所あり、オスロと隣のアカ

シュース県のセンターが一か所に統合されている。各

フィルケ（県）に補助器具センターが整備されている

背景には、国民が補助器具を使用する権利を平等に

すること、それらの情報にアクセスできるようにする

ためである。18か所の補助器具センターを主管して

いる部署はオスロにあり、主に予算等を管理してい

る。全国の補助器具センターの雇用人数は約19，000

人になる。ノルウェー社会は平等を重視しており、人

権や権利を守るために障害に関係なく、補助器具や

それらにかかる費用は無料で、ITなどの支援機器も

含めサービスの質はすべて統一されている。利用者

は地方自治体（市町村）の作業療法士（OT）・理学

療法士（PT）に相談し、彼らが必要性を認定、補助

器具センターにオーダーが入る仕組みになっている

（図1）。認定の難しいケースは、補助器具センター

での判定になり、補助器具の練習などが必要な場合

は、県・国のリハセンターで対応する流れになってい

る。医師は病気や障害の診断には関与するが、補助
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器具に関して基本的には関与しない0全国にPTが

約1万人、OTが約2千人働いている0

図1ノルウェーの補助器具供給の流れとメンテナンス

3．2補助器具センターの機能

補助器具センターの主な機能は、「補助器具の支

給・配送・回収・メンテナンス・保管」、「スペシャル

ニーズに対してOT、PT、エンジニアによる適合支援」、

「地方自治体（市町村のOT、PT等の教乱などがあ

る軋7）。また、供給される補助器具はピンクブック

と言われる補助器具リストに国と契約されたものが掲

載される。たとえば車椅子は厘内外4社と国が契約

しているが2～4年毎に見直しを行う。見直しでは国

が定める基準を守っているかどうかを確認する0認定

はノルウェー語での説明書の整備、EUの準拠基準、

供給体制などの審査があり、その後供給がみとめられ

る。価格は入札時に決まり、その後の取引はその価

格で進められる。オスロの補助器具センターでは部門

及び建物は2つに分かれ、①申請・展示・相談・教

乱②回収・配送・メンテナンス・修理・ストックが

ある。展示・相談部門には各種補助器具が展示され

ている。移動機器については、電動車椅子の種類は

特に多く、障害者・児用自転車、ベビーカー等が充実

している（図2）。休息用のいす・作業用いすなどアク

セサリーも含めて数多く展示している。すべてにおい

てオプション・パーツが数多く展示してあり、個々に

適合させ可能な限り自立を促すことを徹底している。

相談部門のシーテイングの進め方としては、まず自

治体のOT・PTからシーテイングの照会がある。利用

者の状況・症状・既往歴等々を聞き取り、裾瘡・関

節拘縮・筋緊張・今まで使っていたものの不具合部

図2　展示の電動車椅子各種

分の情報収集を行い新しいものに反映させている。

最初に車椅子に座り、自然に座ってどのように座るか

など観察する。その後ベッド上などサポートが無い状

態でどうなるのかなどの、座位能力評価とマット評価

を行う。股関節など各関節を屈曲・伸展するなどして

問題点の確認をする。その他、脊柱が傾いているか、

修正できるかなどの確認をする。裾瘡の確認はマル

チグローブや圧分布測定装置を活用し確認する。

4．車椅子メンテナンスの流れ

4．1一般的な車椅子供給の流れ

はじめに、利用者か周辺の介護者が地方自治体

に支援を求める。地方自治体のセラピストはケース

の管理・手続きを行い補助器具センターに申請する。

次に、補助器具センターは許可・不許可を行い、許

可された場合には補助器具センターはできるだけ早く

車椅子を供給する。補助器具は基本的には無料で

費用は払い戻しで100％がカバーされる。杖などの比

較的安価な補助器具は自費となるものもある。

4．2車椅子メンテナンス

一般的な修理や改造は補助器具センターのサービ

スチームが行う（図3）。また、供給事業者は2年間

の製品保証が必要で保証期間が終了する前に技術的

な問題があれば、通常の場合は委託された業務を引

き受ける。保証期間であれば、供給事業者は費用を

負担する。例えば、車椅子のパンク修理、ヘッドサ

ポートのねじ破損、フットレッグサポートの固定具不

良などの対応は、可能であれば地域のセラピストに

任されており、補助器具センターから部品が送付され
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る。それ以上の対応は、供給事業者や補助器具セン

ターにより行われる。また、電動車椅子等の整備資

格では修理の責任者は電気機器技師の資格を持つ

必要がある（図4）。通常、すべての修理は使用者が

住んでいる地域で行われ、補助器具センターは全て

の電気機器を一年毎にチェックすることが義務化さ

れている。

図3　車椅子フットサポートの改造

図4　電動車椅子の修理

4．3利用者の変化への対応

使用する補助器具は修理などと合わせて、利用者

の機能変化などへの対応も行われる。

身体機能低下座位能力低下変形・拘縮・裾瘡

発生に対する車椅子の見直しや製作の流れは基本

的には地域のセラピストはこれを管理し、必要であ

ればセラピストは補助器具センターなどに部品を発

注する。

5．まとめ

ノルウェーの補助器具の供給、メンテナンスの流

れは国の自立支援の理念が反映されており、メンテ
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ナンスの部分のみで把握しようとすると、あまりに日

本とは違いすぎて理解するのが難しい。日本国内で

は障害者総合支援法の補装具、介護保険の福祉用

具の枠組みで利用者の目的のみでなく年齢や要介護

度で用具が決まる問題がある。ノルウェーでは補助

器具は高価なものであり、リユー「スを基本として扱わ

れており高機能な補助器具がリユース・リメイクされ

ることでコスト・ベネフィットは利用者に高いものと

は言えない8と　日本ではメンテナンスに重きが置か

れていない状況では車椅子などは使い捨てに近い状

況である。介護保険の福祉用具では北欧の車椅子

などが大手の介護保険レンタル事業者にてリュース

されている状況になりつつある。高機能な電動車椅

子などは自立支援に大きく貢献する用具であり、ノル

ウェーのように選定・適合支援とメンテナンスを含め

た供給システムの見直しが国内でも急務である。
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